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介護（予防）サービス計画
（ケアプラン）を作ります

※総合事業のサービスの利用については、
　13・14・16ページをご確認ください。

原則として、申請から30日以内に、認定
結果を要支援1·2、要介護1～5の7段階に
分けて通知します。
なお、非該当（自立）と認定された方は介護
保険のサービス（総合事業サービスは除く）
は受けられませんが、介護予防や自立した
生活を支援する観点から札幌市が行う地域
支援事業やそのほかの保健・福祉サービスを
利用できる場合がありますので、お住まいの
区の区役所保健福祉課にご相談ください。

介護サービスを利用するためには、まず要
介護認定の申請が必要です。申請は、本人
や家族などのほか、介護支援専門員も代行
できます。申請はお住まいの区の区役所保
健福祉課で受け付けます。
※第1号被保険者(65歳以上の方)で、医療保険が国民
　健康保険または後期高齢者医療保険以外の方は、
　申請書に、医療保険の内容をご記入ください。
※第2号被保険者(40～64歳の方)の場合は、加入する
　医療保険の保険証をお持ちください。
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　介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」といいます。）は、高齢者が介護予防活動への参加により元気
を維持し、地域の支え合いや民間事業者による生活支援を組み合わせて利用することにより、できる限り住み慣れ
た地域で自立した生活を送れるよう支えていく事業です。心身の状態に応じて、専門職による訪問や通所のサービ
スを受けることができます。
　札幌市では、総合事業の実施を通じて、介護予防と生活支援を充実し、高齢者がその持てる力を発揮して、『笑顔』
で『いきいき』と暮らしていけるまちづくりをめざしています。

総合事業の利用の流れ
地域包括支援センターや区役所などで相談。

訪問型サービス／通所型サービスの利用を希望

一般介護予防事業

介護予防教室
などに

参加を希望

要介護の方を対象とした介護サービスを利用する流れは、11・12ページをご確認ください。

※要介護（要支援）認定の結果、非該当となった方で基本チェックリストに該当し、地域包括支援セン
　ターによるアセスメントの結果、支援が必要と確認された場合は、介護予防・生活支援サービスの
　利用が可能です。

要支援認定の
更新時期を迎えた
65歳以上の方で

訪問型サービス／
通所型サービス

のみの利用を
希望される方

区
役
所

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

介護予防
サービス

介護予防・生活支援サービス事業
（訪問型サービス／通所型サービス）

❶はじめて利用する方
❷要支援認定の更新時期を迎えた
　 40～64歳の方（第2号被保険者）
❸要支援認定の更新時期を迎えた下記の方
　▶介護予防サービス（福祉用具貸与など）の
　　利用を希望される方
　▶要支援1相当のサービス量で不足する方
　▶要支援認定の更新を希望される方

要支援認定

要支援1・2 事業対象者

非該当 非該当基本チェックリスト

ケアプランの作成ケアプランの作成

高齢者の「なりたい自分」を支えます！

※

介護予防・日常生活支援総合事業

　要支援に認定された方や生活機能の低下がみられ、本事業に該当する方（事業対象者）を対象とした「介護予
防・生活支援サービス事業」と、65歳以上で介護予防活動への参加を希望する方を対象とした「一般介
護予防事業」を行っています。

総合事業の種類

身近な地域で学びましょう
～介護予防教室～

●介護予防・生活支援サービス事業
　訪問型サービス、通所型サービスがあります。 詳しくは16ページをご覧ください。

●一般介護予防事業
　介護予防センターなどで実施しています。⇒介護予防センターについては10ページをご覧ください。

地域のみなさんと一緒に楽しく、介護予防につい
て学んで、取り組むきっかけづくりのための教室
です。介護予防って何をすればいいの？と思うあ
なたにおすすめです！

地域の自主的な集まりを
応援します！

地域のみなさんが主体となって行う集まり（グ
ループなど）に専門職が伺い、効果的な介護予防
の方法や、継続するためのヒントを伝授します。
一人よりみんなで楽しく介護予防に取り組みた
いグループのみなさんを応援します！

めざそう！いきいきスマイルシニア



問
合
せ
先 

39 

ペｰジ
以
降

各
種
サ
ー
ビ
ス 

16
〜
30 

ペｰジ

利
用
者
負
担 

31・32 

ペｰジ

利
用
者
負
担
軽
減 

33
〜
38 

ペｰジ

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
手
続
き 

11
〜
15  

ペｰジ

保
険
料 

5
〜
8
ペｰジ

高
齢
者
の
相
談
窓
口 

９・10 

ペｰジ

介
護
保
険
の
し
く
み 

1
〜
4
ペｰジ

　介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」といいます。）は、高齢者が介護予防活動への参加により元気
を維持し、地域の支え合いや民間事業者による生活支援を組み合わせて利用することにより、できる限り住み慣れ
た地域で自立した生活を送れるよう支えていく事業です。心身の状態に応じて、専門職による訪問や通所のサービ
スを受けることができます。
　札幌市では、総合事業の実施を通じて、介護予防と生活支援を充実し、高齢者がその持てる力を発揮して、『笑顔』
で『いきいき』と暮らしていけるまちづくりをめざしています。

総合事業の利用の流れ
地域包括支援センターや区役所などで相談。

訪問型サービス／通所型サービスの利用を希望

一般介護予防事業

介護予防教室
などに

参加を希望

要介護の方を対象とした介護サービスを利用する流れは、11・12ページをご確認ください。

※要介護（要支援）認定の結果、非該当となった方で基本チェックリストに該当し、地域包括支援セン
　ターによるアセスメントの結果、支援が必要と確認された場合は、介護予防・生活支援サービスの
　利用が可能です。

要支援認定の
更新時期を迎えた
65歳以上の方で

訪問型サービス／
通所型サービス

のみの利用を
希望される方

区
役
所

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

介護予防
サービス

介護予防・生活支援サービス事業
（訪問型サービス／通所型サービス）

❶はじめて利用する方
❷要支援認定の更新時期を迎えた
　 40～64歳の方（第2号被保険者）
❸要支援認定の更新時期を迎えた下記の方
　▶介護予防サービス（福祉用具貸与など）の
　　利用を希望される方
　▶要支援1相当のサービス量で不足する方
　▶要支援認定の更新を希望される方

要支援認定

要支援1・2 事業対象者

非該当 非該当基本チェックリスト

ケアプランの作成ケアプランの作成

高齢者の「なりたい自分」を支えます！

※

介護予防・日常生活支援総合事業

　要支援に認定された方や生活機能の低下がみられ、本事業に該当する方（事業対象者）を対象とした「介護予
防・生活支援サービス事業」と、65歳以上で介護予防活動への参加を希望する方を対象とした「一般介
護予防事業」を行っています。

総合事業の種類

身近な地域で学びましょう
～介護予防教室～

●介護予防・生活支援サービス事業
　訪問型サービス、通所型サービスがあります。 詳しくは16ページをご覧ください。

●一般介護予防事業
　介護予防センターなどで実施しています。⇒介護予防センターについては10ページをご覧ください。

地域のみなさんと一緒に楽しく、介護予防につい
て学んで、取り組むきっかけづくりのための教室
です。介護予防って何をすればいいの？と思うあ
なたにおすすめです！

地域の自主的な集まりを
応援します！

地域のみなさんが主体となって行う集まり（グ
ループなど）に専門職が伺い、効果的な介護予防
の方法や、継続するためのヒントを伝授します。
一人よりみんなで楽しく介護予防に取り組みた
いグループのみなさんを応援します！

めざそう！いきいきスマイルシニア



問
合
せ
先 

39 

ペｰジ
以
降

各
種
サ
ー
ビ
ス 

16
〜
30 

ペｰジ

利
用
者
負
担 

31・32 

ペｰジ

利
用
者
負
担
軽
減 

33
〜
38 

ペｰジ

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
手
続
き 

11
〜
15  

ペｰジ

保
険
料 

5
〜
8
ペｰジ

高
齢
者
の
相
談
窓
口 

９・10 

ペｰジ

介
護
保
険
の
し
く
み 

1
〜
4
ペｰジ

介護予防・生活支援サービス
（要支援1・2、事業対象者の方が利用できます）

要介護状態にならないために生活援助を行うことによって、できる限り住み慣れた地域で自立して生活できるよう
支援するサービスです。

ホームヘルパーが訪問し、一人ではでき
ない調理、掃除、洗濯などの生活援助を
行い、自分でできることが増えるよう支
援します。

38,052円

23,983円

12,006円

事業対象者、要支援1・2

訪
問
介
護
相
当
型

事業対象者、要支援1・2

要支援2
週2回を超える利用の場合

一般的な利用の場合
（月4回／60分以上の利用）

一般的な利用の場合
（月8回／60分以上の利用）週2回

週1回

●訪問介護相当型

●通所介護相当型

サービス費用のめやす（1月につき）

4時間以上で、主に健康管理や
日常生活上の支援をします。

●時間短縮型 4時間未満で、主に運動や
機能訓練に特化した支援をします。

サービス費用のめやす（1月につき）

※利用回数や時間に応じて料金が異なります。
　詳しくはケアマネジャーにご確認ください。
※このほか、看護師などの専門職が、介護予防や生活機能の改善に向けた支援を
　行う「短期集中予防型サービス」もあります。

※利用回数に応じて料金が異なります。
　詳しくはケアマネジャーにご確認ください。
※運動器機能向上、栄養改善などの加算をされる場合があります。
※上記の料金のほかに食費などの実費を負担していただく場合があります。

訪問型サービス

事業所において、生活援助を行うほか、
その人の生活目標に合わせた運動機能
の向上、健康管理、仲間づくりなどを支
援します。

通所型サービス

事業対象者、要支援1
通
所
介
護
相
当
型

時
間
短
縮
型

要支援2

一般的な利用の場合
（月4回の利用）

一般的な利用の場合
（月8回の利用）週2回

週1回

事業対象者、要支援1一般的な利用の場合
（月4回の利用）週1回

要支援2一般的な利用の場合
（月8回の利用）週2回

（　）内は利用者負担額（1割の場合）

（　）内は利用者負担額（1割の場合）

16,954円（1,696円）

（3,806円）

（2,399円）

（1,201円）

34,759円（3,476円）

13,557円（1,356円）

27,803円（2,781円）

介護予防ケアマネジメント
地域包括支援センターの職員が、本人や家族の希望を聞きながら、本
人の状態や置かれている環境等に応じてケアプランを作成します。
サービス利用にあたっての事業所との調整なども行います。

■サービス費用のめやす（1月につき）

4,471円 ※初回加算があります。
※利用者負担はありません。（全額を介護保険で負担します。）

ケアプランを作ります。
ケアプランとは？
　要介護・要支援に認定された高齢者、または事業対象者と確認された高齢者の希望に沿ったサービスを利用できる
ように、本人や家族の心身の状況や生活の環境などに配慮し、利用するサービスの種類や内容を定めた「サービスの
利用計画」のことです。
　要介護に認定された高齢者は、居宅介護支援事業所に依頼し、心身の状況や本人の希望などに基づき居宅サービ
スなどを適切に利用できるよう介護サービス計画（ケアプラン）を作成してもらいます。居宅介護支援事業所は、札幌
市長の指定を受け、介護支援専門員（ケアマネジャー）を配置し、サービス提供機関と連絡・調整を行います。
　要支援に認定された高齢者、または事業対象者と確認された高齢者は、地域包括支援センターに依頼し、要支援状
態の悪化防止や改善に重点を置いた介護予防サービス計画または総合事業サービス計画（ケアプラン）を作成して
もらいます。地域包括支援センターは、札幌市が設置し、社会福祉法人などに運営を委託した公正・中立な機関です。

●ケアプランの作成費用は、全額保険給付で自己負担はありません。
●ケアプランはご自身で作成することもできますが、介護予防・生活支援サービスをご利用の方は、ご自身でケア
プランの作成を行うことはできません。
●居宅介護支援事業所の一覧表は、区役所保健福祉課で配布しているほか、札幌市公式ホームページでもご覧いた
だけます。
●地域包括支援センターの一覧表は、39・40ページをご覧ください。

※要介護（要支援）認定の結果、非該当となった方で基本チェックリストに該当し、地域包括支援センターによる
　アセスメントの結果、支援が必要と確認された場合は、介護予防・生活支援サービス事業の利用が可能です。
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